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（趣旨） 

第1 この要項は，鳴門教育大学（以下「本学」という。）が研究の成果を発表するために発行する「鳴 

門教育大学研究紀要」（以下－紀要」という。）の編集及び発行について必要な事項を定める。 

（編集・発行） 

第2 紀要の編集及び発行は，国立大学法人鳴門教育大学学術研究推進委員会（以下「委員会」という。） 

が行う。 

（発行形態‘資格） 

第3 紀要は，教育科学編，人文・社会科学編，自然科学編，芸術編及び生活・健康編とする。 

第4 紀要は，CD - R OM 形式とし，毎年度1回発行する。 

第5 紀要に執筆及び投稿できる者は，次のとおりとする。 

(1）本学の専任教員，研究員，外国人客員研究員 

(2）本学の専任教員を論文の筆頭者とした場合の共同研究者 

(3）その他委員会が特に認めた者 

（投稿点数・留意事項） 

第6 第一著者として投稿できる論文点数は，原則として1執筆者1論文とする。共著論文の場合は， 

論文筆頭者は1論文とみなす。 

第7 投稿する論文（実践論文を含む。）（以下－論文」という。）は，論文として未発表のものに限る。 

第8 投稿する論文の提出期限は，毎年9月末日とし，それ以後に提出されたものは受理しない。 

2 論文は，原則として横書きとする。 

3 論文は，邦文の場合は2 , 400 字を，欧文の場合は4 , 800 字を1ページとする。 

第9 第8の3の規定にかかわらず，別刷りを希望する場合は， 1 論文当たり図表‘写真等及び論文要 

旨を含み15ページを制限ページ数とする。ただし，論文要旨は， 1 ページを原則とする。 

（論文の査読） 

第10 委員会は，投稿された論文を，選定した査読者に査読させるものとする。 

2 委員会は， 3名の査読者を選定し，うち1名以上は学外者とする。 

（著作権等） 

第11 投稿する論文の著作権は，鳴門教育大学機関リポジトリ要項（平成26年学長裁定）に基づき， 

投稿者に帰属するとともに，当該論文を公開（Webによる公開を含む。）することについて著者の 

許諾があったものとして取り扱う。 

2 投稿者は本学に対し，当該論文の外部機関を含めたWebや印刷等での公開・転載・複製等を承諾 

するものとする。 

3 論文中における文章・図・表・写真等の引用は，適切に行う。著作権に抵触する場合は，事前に著 

作者の許諾を得る。 

第12 共著論文の論文の筆頭者は，当該論文全ての共著者に，共著者である旨及び公開する旨の同意 

を文書により得なければならない。 

2 前項の文書を得られない場合，本学は，共著論文の投稿を受理しない。 

（実施細目） 

第13 この要項に定めるもののほか，紀要の編集及び発行の実施に関し必要な細目は，委員会が別に 



定める。 

附 則 

この要項は，平成16年 5月27日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成17年 5月13日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成18年 6月 1 日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成18年10月17日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成23年 8月 8 日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成27年 3月19日から施行し，平成26年4月1日から適用する。 

附 則 

この要項は，平成29年 4月26日から施行する。 

附 則 

この要項は，令和 3年 5月31日から施行する。 


